
　

認
知
症
の
方
々
や
そ
の
家
族
を

温
か
く
見
守
る
応
援
者
が
地
域
に

増
え
る
こ
と
を
目
的
に
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
実
施
し
、

認
知
症
に
関
す
る
知
識
や
支
援
方

法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
受
講

さ
れ
た
方
に
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
に
認
定
さ
れ
、
目
印
で
あ
る

オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
を
配
布
し
ま

す
。

　

高
齢
者
が
「
金
銭
の
管
理
が
大

変
に
な
っ
て
き
た
」
「
訪
問
販
売

の
被
害
に
あ
っ
た
」
「
虐
待
の
可

能
性
が
あ
る
」
な
ど
、
判
断
能
力

が
低
下
し
て
き
た
と
き
に
利
用
で

き
る
制
度
や
S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

足
腰
の
筋
力
低
下
を
防
ぐ
な

ど
、
介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
ら

な
い
よ
う
、
介
護
予
防
の
知
識
を

講
話
や
実
技
を
交
え
て
説
明
し
ま

す
。

　

町
が
実
施
す
る
検
診
や
健
康
づ

く
り
教
室
、
生
活
習
慣
病
予
防
の

た
め
の
健
康
法
を
説
明
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
（
仕
組
み
、
要

介
護
認
定
申
請
か
ら
サ
ー
ビ
ス
利

用
ま
で
の
流
れ
、
利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
険
料
に
つ
い

て
）
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

　

日
常
生
活
の
中
で
の
疑
問
点
や

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
現
代
社

会
。
図
書
館
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な

資
料
を
も
と
に
、「
調
べ
る
」
「
学

ぶ
」
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

　

総
合
病
院
が
も
っ
て
い
る
医
療

に
関
す
る
知
識
や
技
術
力
（
薬
・

食
事
・
検
査
・
リ
ハ
ビ
リ
・
レ
ン

ト
ゲ
ン
に
関
す
る
こ
と
な
ど
）
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

居
住
機
能
や
医
療
・
福
祉
・
商

業
、
公
共
交
通
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
都
市
機
能
の
誘
導
に
よ
り
、
一

定
の
人
口
密
度
を
維
持
し
な
が
ら

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
と
公

共
交
通
の
確
保
を
図
り
、
持
続
可

能
な
都
市
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
た
め
の
立
地
適
正
化
計
画
に
つ

い
て
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

　

空
家
等
は
地
域
の
住
民
へ
与
え

る
影
響
が
大
き
く
重
要
な
政
策
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
八
雲
町
空

行
政
評
価
に
つ
い
て

テーマ
25

認
知
症
に
つ
い
て
〜
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

テーマ
14

介
護
予
防
、
介
護
の
知
識

に
つ
い
て

テーマ
16

八
雲
総
合
病
院
の
情
報
を

発
信
に
つ
い
て

テーマ
20

介
護
保
険
制
度
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

テーマ
18

暮
ら
し
に
役
立
つ
図
書
館

テーマ
19

家
等
対
策
計
画
に
基
づ
き
、
空
家

等
の
除
却
ま
た
は
改
修
に
関
す
る

補
助
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

衛
生
的
で
快
適
な
生
活
環
境
を

築
き
、
河
川
や
海
な
ど
の
自
然
環

境
を
守
る
た
め
の
水
洗
化
に
つ
い

て
、
ま
た
、
下
水
道
整
備
区
域
外

に
お
け
る
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

の
補
助
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

次
の
3
つ
要
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
加
入
資
格
の
あ
る
農
業
者

年
金
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
じ

　

て
い
る
。

・
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者

（
な
お
、
保
険
料
納
付
免
除
者
は

　

除
き
ま
す
）

・
年
齢
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

　

町
民
の
意
見
を
積
極
的
に
聴
取
す

る
特
定
事
務
事
業
を
設
け
、担
当
課

が
多
様
な
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
企
画
振
興
課
企
画
係

（
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

生
活
習
慣
病
予
防
に

　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て

テーマ
17

立
地
適
正
化
計
画
の

　
　
　
　

概
要
に
つ
い
て

テーマ
21

農
業
者
年
金
制
度
に

　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て

テーマ
24

水
洗
化
・
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
に
つ
い
て

テーマ
23

空
家
等
対
策
支
援
補
助
金

に
つ
い
て

テーマ
22

明治150年
明治以降の歩みを

次世代に遺す

明治の精神に学び、

さらに飛躍する国へ

　平成30年（2018年）は、明治元年（1868

年）から起算して満150年に当たります。政

府では、内閣官房副長官を議長とする「「明

治150年」関連施策各府省連絡会議」を設

け、①「明治以降の歩みを次世代に遺す施

策」、②「明治の精神に学び、さらに飛躍す

る国へ向けた施策」、③「明治150年に向け

た機運を高めていく施策」の３つを柱とし

て、政府一体となって「明治150年」関連施

策を推進しているところです。

　国だけでなく、地方公共団体や民間も含め

て、日本各地で、「明治150年」に関連する多

様な取組が推進されるよう、ロゴマークの使

用促進や広報などを通じて、「明治150年」

に向けた機運の醸成を図っています。

　詳しくは以下のホームページを御覧ください。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150

/portal/

内閣官房「明治150年」
関連施策推進室

高
齢
者
の
権
利
を
ま
も
る

制
度
に
つ
い
て

テーマ
15
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